
漏水にかかる減量に関する要綱 

 

制  定 昭和 48年６月 29日局長決  

最近改正 令和７年７月 16日営業企画担当課長決  

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市水道事業給水条例（昭和 33 年大阪市条例第 19 号。以下「条

例」という。）及び大阪市水道事業給水条例施行規程（昭和 33年大阪市水道事業管理規程

第４号）に定めがあるもののほか、使用者の責めに帰すべき事由のない漏水における使用

水量の減量に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 ⑴ 使用水量 今回検針指示数から前回検針指示数を差し引いた水量 

 ⑵ 推定使用水量 漏水がなかったと仮定した場合に使用したと推定される水量 

 ⑶ 漏水量 漏水分が含まれる使用水量から推定使用水量を差し引いた水量 

⑷ 地下漏水 地中または建物の壁の中等に設置された給水装置からの漏水 

⑸ その他漏水 水洗便所、給湯器、製氷機、食器洗い機等にかかる漏水で、地下漏水以

外の漏水 

（減量の適用要件） 

第３条 この要綱により使用水量を減量することができるのは、次の各号に該当するとき

に限る。 

 ⑴ 給水装置の破損等による地下漏水のとき。 

⑵ その他漏水の場合で、漏水原因または状況が善良な管理義務の範囲外と認められ

るとき。ただし、同一の使用者につき一回限りとする。 

（減量の適用期間） 

第４条 使用水量の減量は、原則として１か月分とする。ただし、修繕工事が漏水発見後の

定例検針日を超える場合には、２か月分とすることができる。 

（減量の申込み） 

第５条 使用水量の減量は、申込者からの申込みに基づき行う。 

２ 前項の申込みは、申込者の住所、電話番号、給水装置所在地、使用者名、漏水修繕に係

る修繕箇所その他所定の事項を記載した漏水減量申込書（様式１）及び修繕工事の施工業

者が発行する給水装置修繕証明書など、修繕を行ったことを証明する資料又は漏水の事

実を確認できる資料を提出する方法による。 

３ 前項に規定する方法により申込者からの使用水量の減量の申込があったときは、第３

条に基づき、適用の可否を申込者に通知する。 



（減量の基準） 

第６条 使用水量の減量は、漏水量の 50％とする。 

（漏水量の算定） 

第７条 漏水量は、減量対象となる検針月分の使用水量から「使用水量認定要綱」（昭和 31

年５月 28日局長決）の規定を準用して算出した推定使用水量を差引いた水量とする。た

だし、差し引いた水量に変化が見られない場合は、減量できないものとする。 

（特例措置） 

第８条 前条までに定めるもののほか、内ナット漏水等の漏水原因が当局事業によるもの、

漏水量が甚大なもの、漏水が長期に及んだものについては、次条に定める適用基準により

減量することができる。 

（特例措置の適用基準等） 

第９条 前条の特例措置の適用については、北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当

課長が以下の基準により決定する。 

⑴ 内ナット漏水等、漏水原因が当局事業によるものについては、漏水量の 100％を減量

することができる。 

⑵ 漏水量が推定使用水量の 200％を超える場合については、修繕証明書又はその他の書

面等により使用者にその事実を確認し、特段の事情があると認められるものに限り、推

定使用水量の 200％を超える部分の水量を減量することができる。 

⑶ 漏水が長期に及んだものについては、使用者が次のいずれかの理由により、即時に漏

水を修繕することができなかった場合であって、漏水の修繕を行なうことが不可能で

あったと認められる期間に限り、当該期間の漏水を減量することができる。 

ア 使用者が長期間の不在時に漏水が生じ、連絡がとれない場合 

イ 漏水箇所の特定が困難、複数個所からの漏水、またはこれらに準じることを認める

ことができる場合 

ウ 使用者の責任能力を問うことが困難な場合 

２ 前項第２号に掲げる特段の事情については、別途申込者から書面等を提出させ、その内

容により北部方面営業担当課長又は南部方面営業担当課長が判断する。 

（減量水量の端数の取扱い） 

第 10条 減量水量に１ｍ3未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てる。 

（細目） 

第 11条 この要綱の細目については、営業企画担当課長が別に定める。 

 

 

   附 則 

１．この改正規程は、昭和 52年９月 14日から施行する。 

２．この規程の改正により「使用水量の認定ならびに料金更正の決裁手続について」（昭和



29 年７月 24 日局長決）。「過年度分調定額の訂正科目決定に伴う事務処理について」（昭

和 36年３月９日部長決）は廃止する。 

   附 則 

 この改正規程は、平成 18年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成 19年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この規程は、平成 20年７月１日から施行する。 

２ 施行日以後４か月点検を行っているものについては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この規程は、平成 23年４月 15日から施行する。 

   附 則 

 この規定は、平成 30年 5月 31日から施行する。 

   附 則 

 この改正規定は、令和５年３月 27日から施行する 

   附 則 

 この改正規定は、令和６年４月１日から施行する 

   附 則 

 この改正規定は、令和７年７月 16日から施行する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式１ 

 

申込者（給水契約者）

2

3

4

5

□ ア 指定給水装置工事事業者 （施行者発行の給水装置修繕証明書を併せてご提出ください。）

□ イ そ　の　他 （修繕したことを証明する資料を併せてご提出ください。）

6

□ 次回請求分の水道料金等へ充当

□ 口座振込による還付

事 行 町 名 番 号 サ ブ

漏　水　減　量　申　込　書

No.

  　　　 　年 　　月　 　日

大 阪 市 水 道 局 長

標題について、給水装置の漏水を修繕しましたので、次のとおり減量を申込みます。

氏　名

号

電話番号

記

1
給 水 装 置

区

既にお支払い済の水道料金等を減量する場合の精算方法　　（該当□内に✔印を記入）

所 在 地

お 客 さ ま 名

漏水修繕箇所

修 繕 年 月 日 年

丁目 番

月 日

修 繕 施 行 （該当□内に✔印を記入）

調定番号 担 当 者

   営特3-376

水 道 局 記 入 欄



 

１　適用条件

　　　 　

〇　以下のような場合は適用できません。

・漏水している事実を知りながら修繕を怠った場合（蛇口からの漏水等）

・故意または重大な過失による漏水

・ 不正な工事による漏水

・

・

２　適用期間
　　
　　

３　減量の基準

４　漏水量の算定

〔参　 考〕　 　 大阪市水道事業給水条例（抜粋）

（給水装置の管理）

第１７条　使用者又は所有者は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理しなければならない。

２　使用者又は所有者は、水質に異常があると認めるときは、直ちに市に届け出なければならない。

３　使用者又は所有者は、給水装置に異常があると認めるときは、直ちに市又は指定給水装置工事

　  事業者に修繕その他必要な処置を申し込まなければならない。

　使用水量の減量は、原則として１か月分となります。ただし、修繕工事が漏水発見後の定例
検針日を超える場合には、２か月分となる場合があります。

　漏水量の50%を減量します。

※　漏水によって増えたと考えられる水量の全てを減量することはできませんので、普段のご請求金額
　　より高くなります。あらかじめご了承ください。

　漏水分が含まれるご使用水量から、前回検針時の使用水量や前年同月の使用水量など、漏水
がなかったと仮定した場合に使用したと推定される水量を差し引いた水量を漏水量とします。
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※地中または壁の中等に設置された給水装置の漏水を地下漏水とし、地下漏水以外の漏水とは、
　主に水洗便所、給湯器、製氷機、食器洗い機等にかかる漏水のことをいいます。

　ご家庭の水道設備は、お客さまの財産でありますことから、お客さまの責任において管理して
いただく必要がございます。したがいまして、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれて
いても、その水量に対する水道料金等については、原則としてお客さまにお支払いいただくこと
になります。
　しかしながら、お客さまが常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合につきましては、
一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含むご使用水量から一部を減量し、水道料金等を減額
することができますので、次の適用条件等をご確認のうえ、お申し込みください。

　水道メーター以降の宅地内で発生した漏水であり、既に修繕が完了していること。

地下漏水以外の漏水※については、漏水箇所に関わらず１回に限り減量いたしますが、複
数回減量することはできません。

漏水分を含む当該月分のご使用水量と、漏水がなかったと仮定した場合に使用したと推
定される水量（過去のご使用水量等）を比較したときに、水量に変化が見られない場合

漏水にかかる使用水量の減量について（適用条件等）


